
【商品概要説明書】                   平成 30年 10月 1日現在 
 

日本海信用金庫 

商 品 名 

（ 愛 称 ） 

自由金利型定期預金 （Ｍ型） 

スーパー定期 （Ｉ Ｂ専用） 

ご利用いただける方 ・当金庫の個人インターネットバンキングサービスをご契約いただいている方。 

預 金 種 類 ・スーパー定期 （元利金継続） 

預 入 期 間 ・１年 、 ３年 

預 入 

(1) 預 入 方 法 

 

 

 

 

(2) 預 入 金 額 

(3) 預 入 単 位 

 

・一括預入 

・インターネットバンキングでの預入となります。 

・定期預金の元金はインターネットバンキングでのご利用口座から振替いたします。 

【定期新約】：定期預金口座を新規に開設いたします。 

【定期入金】：インターネットバンキングにて開設済の定期預金口座に預入いたします。 

・１００円以上 

・１円単位 

適 用 金 利 ・預入時のスーパー定期の店頭表示金利を適用します。 

 

解 約 （1）予約解約  … 満期日の前日までに解約予約を行い満期日に解約。 

（２）中途解約  … 満期日前日までの即時解約。 

（満期日が非営業日の場合は翌営業日となります。） 

支 払 方 法 ・元金、お利息はインターネットバンキングのご利用口座にお支払いたします。 

 ※店頭でのお支払はできません。 

税 金 ・お利息には一律２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。 

 ※平成２５年１月１日から平成４９年１２月３１日までの間に支払われる利息には復興特別 

所得税が課税されるため２０.３１５％（国税１５.３１５％、地方税５％）の税率となります。 

中 途 解 約 時 の 

取 扱 い 

・スーパー定期の中途解約利率を適用します。 

そ の 他 参 考 

と な る 事 項 

・本商品は通帳・証書は発行いたしませんのでインターネットバンキングにてご確認ください。 

・預入は個人インターネットバンキングご契約名義の方とし、取扱店は個人インターネットバン 

キングご契約店に限ります。 

・インターネットバンキング契約を解約される場合は、この預金も解約となります。 

・総合口座または預金担保のお取扱いはできません。 

・マル優のお取扱いはできません。 

 

預 金 保 険 に つ い て ・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本１，０００万円までとその利息が 

保護の対象となります。 

（当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して１，０００万円までと 

その利息が保護されます。） 
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日本海信用金庫 

商 品 名 

（ 愛 称 ） 

自由金利型定期預金 （Ｍ型） 

スーパー定期 （Ｉ Ｂ専用） 

 

苦 情 処 理 措 置 ・ 

紛 争 解 決 措 置 

 

苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。 

日本海信用金庫 相談室 

 住  所：島根県浜田市殿町 83 番地 1 

 ＴＥＬ：0855-22-1851  ＦＡＸ：0855-22-7858 

 ｅメール：s1711006＠facetoface.ne.jp 

 受付時間：9 時～17 時（信用金庫営業日） 

 受付媒体：電話、手紙、ファクシミリ、メール、面談 

＊ お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円

滑に行うために利用いたします。 

 

当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をは

じめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記相談室にご

相談ください。 

 

 全国しんきん相談所 

（一般社団法人全国信用金庫協会） 

住 所 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 

電話番号 03-3517-5825 

受付日 

時 間 

月～金（祝日、12月31日～1月3日を除く） 

9:00～17:00 

受付媒体 電話､手紙
面談 
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日本海信用金庫 

商 品 名 

（ 愛 称 ） 

自由金利型定期預金 （Ｍ型） 

スーパー定期 （Ｉ Ｂ専用） 

 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という）が

設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、相談室または上記

全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくこと

も可能です。 

 

東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけ

ます。その際には、次の（１）、（２）の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の

弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。 

  なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんき

ん相談所または当金庫相談室にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまた

は当金庫ホームページ（https://nihonkaishinkin.co.jp/）をご覧ください。 

（１）現地調停 

   東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を

用いて、共同して紛争の解決にあたります。 

   例えば、お客さまは、広島弁護士会の仲裁センター等にお越しいただき、当該弁護士会

の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話い

ただくことにより、手続きを進めることができます。 

（２）移管調停 

   当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。 

   例えば、広島弁護士会の仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センタ

ー等で手続きを進めることができます。 

 東京三弁護士会 

名 称 
東京弁護士会 

紛争解決センター     

第一東京弁護士会 

仲裁センター       

第二東京弁護士会 

仲裁センター       

住 所 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 

1-1-3 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 

1-1-3 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 

1-1-3 

電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249 

受付日 

時 間 

月～金(祝日､年末年始

除く) 

9:30～12:00､ 

13:00～15:00 

月～金(祝日､年末年始

除く) 

10:00～12:00､ 

13:00～16:00 

月～金(祝日、年末年始

除く) 

9:30～12:00､ 

13:00～17:00 

 

https://nihonkaishinkin.co.jp/

